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議論の背景

 制度検討作業部会中間とりまとめにおいては、「市場において支配的な事業者が存在
する場合、その市場支配力の行使により、売り惜しみや価格のつり上げといった悪影響が
懸念される」ことからこうした悪影響を防止するために必要な措置を検討していく必要が
あるとされた。

 一方、「本論点については慎重かつ十分な検討を要するため、制度の詳細を固めていく
中で対応策を具体化することとする。また、市場開設後も状況に応じて速やかに対応策
を検討していく」こととされた。

 第28回制度検討作業部会においても容量市場の詳細制度設計検討状況を取りまと
めた通り、詳細制度設計についても一定の進捗が得られたため、容量市場における市場
支配力の行使を監視・規制するための方策についてご議論いただきたい。今回は、重要
な論点について基本的な考え方についてご議論いただき、具体的な監視・規制の在り方
について引き続き検討を深めていく。



2

参考: 容量市場詳細制度設計の市場支配力への影響

第18回容量市場検討会資料





4

参考: 卸電力市場の監視方法の例

第3回制度設計ワーキンググループ事務局提出資料
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論点①構造 – 主要供給者指数による評価方法

 主要供給者指数(PSI)による評価方法について、例えば、以下のとおり行うことが考えら
れる。

– 地理的範囲: 約定処理において市場分断が行われることを踏まえると市場支配力の有無は
エリア毎に評価することが考えられる。具体的には、連系線容量を考慮して、供給信頼度を満
たすために各エリアで確実に落札される容量(=需要)とエリア内供給力及び連系線容量範囲
内の他エリア供給力(=供給)を比較する。

– 複数事業者の共同支配の可能性: エリア内で旧一般電気事業者にシェアが集中している我
が国の市場構造を踏まえると、主要供給者指数による評価を行う際は、事業者それぞれの供
給力を単独で用いることでも十分に市場支配力を行使可能な事業者を特定し、監視を行う
ことができるのではないか。一方で、エリア毎の特殊性や今後の市場構造の変化次第で、複
数事業者が共同して市場支配力を行使する懸念が生じる場合には、2つまたは3つの事業者
の供給力を合計して判定を行うことも考えられる。

– 評価時期: 市場構造の変化をタイムリーに捉えるために、毎年オークション直前に評価を行う
ことが考えられる。
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論点②行為 – 売り惜しみの防止

 我が国においては、容量市場への参加は任意とされている一方、リクワイアメントを満たす
ことが顕著に難しく多額のペナルティが予想される等の事情がある電源以外は基本的に
は容量市場に参加することが経済合理的な選択となる。

 一方、容量市場へ参加することが経済合理的な電源が不当な利益を得ること等を目的
に、参加を差し控え容量市場における供給力不足を引き起こすことで市場価格を吊り
上げるようなことは容量市場の制度趣旨に沿わないものであると考えられるか。

 そのため、容量市場への参加は任意であるが、売り惜しみを防止するために、必要に応
じて、オークションに理由なく参加しなかったと考えられる電源・事業者に対して参入ペナ
ルティとして一定期間の容量市場への参加を制限することや対価の減額を行うルールを
設定することも考えられるか。

 また、その際、参加を制限された電源・事業者の持つ供給力を目標調達量から控除す
るか否か(すなわち容量市場には参加せず容量確保契約も締結されていない電源を供
給力として見込むか)等の観点も留意する必要があるか。

※容量市場は任意参加であることを前提にしつつ、不参加を不当な目的による売り惜しみとどのように定義するか
慎重な検討が必要。
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論点②行為 – 価格つり上げ

 市場支配的事業者は、不当な利益を得ること等を目的に、高値入札を行うことで市場価格を吊
り上げるインセンティブがあり、価格つり上げに関して何らかの規制を行う必要があると考えられる。

 価格つり上げに関する規制については、大別して入札前に入札価格を審査する事前規制とオーク
ション結果を分析し市場支配力の行使が認められた場合にペナルティを課す事後規制の2通りが
考えられる。事前規制、事後規制それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、事務局にて価格つり上げ
防止策の案を整理したので、ご議論いただきたい。

メリット デメリット

事後規制
• 事後的に個別事情を精査していくため、過剰
規制とはなりにくい

• 状況に応じて臨機応変な対応を行うことが
可能

• 一定の基準を設けないと、事業者にとって予
見可能性が低い

• 市場支配力行使による影響を未然に防ぐこ
とはできない

• 情報の非対称性により事後的に市場支配
力行使の立証が難しい可能性がある

事前規制
• 事前に審査結果が分かるため、事業者にとっ
て予見可能性が高い

• 市場支配力行使による影響を未然に防ぐこ
とができる

• 審査の水準が厳しすぎると、事業者に認めら
れる経済合理的な市場行動を過剰規制し
てしまうおそれがある

• 逆に審査が緩やかだと何をしても問題ないと
いうお墨付きを与えてしまうおそれがある
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参考: 事前規制・事後規制のメリットデメリット
第18回容量市場検討会資料
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論点②行為 – 事前規制による価格つり上げの防止策 (案)

 事前規制を設ける場合、事業者に入札価格の合理性の説明を求めることが考えられる。

 その際、我が国の容量市場においては、既設・新設の区別をしていないことから、対象電
源は原則全ての電源とすることが考えられる。

 ただし、審査の効率性の観点から一定の入札価格以下の電源については審査の対象
外とすることが考えられる。
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論点②行為 -価格つり上げの防止策

 事前規制・事後規制いずれの場合でも、価格つり上げを防止するための監視は可能で
あると考えられる。

 他方で、事前規制を全ての入札に対して実施した場合、入札事業者の書類作成負担
等の審査に関連した事務負担・行政コストに関する効率も低い。

 従って、容量市場開設時には事後規制による監視を行うが、容量市場開設後に問題
が生じた場合には事前規制の実施も含め、監視方法を再度検討してはどうか。
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論点②行為 – 入札行為の監視方法

 入札行為の監視にあたっては、モデルプラントをベースにし、容量市場から回収が必要な
費用を試算して適切な入札価格を計算した上で、事業者の入札価格とのかい離につい
て説明を求めることが考えられる。

 例えば、以下のような場合は、モデルプラントベースの入札価格とのかい離が認められると
考えられるか。

– モデルプラントの初期投資とのかい離を上乗せ

– 電源維持に必要となる大規模改修費用を上乗せ
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論点②行為 – 入札行為における経過措置の扱い

 経過措置が適用される既設電源が、控除率が適用された後も十分な容量収入を得ら
れるように、本来の望ましい入札価格に控除率の逆数をかけて入札を行うことを認めるべ
きか論点となる。

 小売電気事業者の負担を緩和するという経過措置導入の目的に鑑みると、このような
入札行動は不適切だと考えられる。

 一方で、控除率を適用された容量収入のみでは電源の維持が難しいといったケースも想
定されることから、真に必要な電源に限定してこのような入札行動を認めることも考えられ
るのではないか。具体的には、一定の稼働年数以上の火力等の電源について電源維持
に必要な費用(減価償却費は除く)から期待収入を除いたものに控除率の逆数をかける
ことはやむを得ないものとして認めることが考えられる。

 なお、この場合、当該電源は他の電源よりも高値で入札することとなるため、約定しない
可能性がある。

※多くの電源がこうした入札行動を採った場合、事実上約定価格が吊り上がることが考えられるため、厳密な監視
が必要となる。

※電源の新陳代謝の観点から、このような入札行動を認めず電源廃止もやむを得ないものと扱い、より入札価格
の高い新設電源を落札させることも考えられる。





18

論点③結果 – 検証

 制度検討作業部会中間取りまとめにおいても「容量市場における参加者の行動や入札
結果、容量の増減について確認し、広域機関や監視等委員会とも連携しながら、容量
市場が効果的に機能しているかどうかを定期的に検証する」こととされている。

 具体的には、以下のような分析・検証を行うことが考えられる。

– オークション結果の集計

– 入札行動の分析

– シナリオ分析

 容量オークション結果の検証については、第18回容量市場検討会においても議論がさ
れているところ、具体的な検証項目・公表内容は諸外国の事例も踏まえて引き続き広
域機関において検討を進めることとしてはどうか。
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今後の検討方針

 本日ご議論いただいた内容を踏まえ、容量市場における市場支配力の行使を監視・規
制する方法について引き続き検討を深めることとしてはどうか。

 また、今後監視・規制のより具体的、詳細な方法については、監視等委員会及び広域
機関とも連携して検討を行うこととしてはどうか。

価格つり上げ
防止に事後
規制を適用

価格つり上げ
防止に事前
規制を適用

価格引き下げ

• 特に監視・規制
を行わない

結果

• 具体的な検証
項目・公表内容
は諸外国の事例
も踏まえて引き続
き広域機関にお
いて検討を進め
る

売り惜しみ

• オークションに理
由なく参加しな
かったと思われる
電源・事業者に
対して、参入ペナ
ルティとして一定
期間の容量市場
への参加の制限
や対価の減額を
事後的に行う

価格つり上げ

• 入札価格上位3
つの電源について、
事後にその妥当
性の説明を求め
市場支配力行使
の有無を審査する

• 市場支配的事業
者が一定の入札
価格以上で入札
を行う場合、事前
にその妥当性の説
明を求め市場支
配力行使の有無
を審査する

構造 行為

• 市場監視を容易
にするために、主
要供給者指数を
適用し、事前に
市場支配力を行
使可能な事業
者を特定する


